
 

今回の改訂は平成 28 年 12月の中央教育審議

会答申を踏まえて行われており、全ての教科等

の目標や内容が、「知識及び技能」、「思考力、

判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間

性等」の三つの柱で再整理されている。この資

質・能力の育成を目指すに当たり、公民科にお

いても、「主体的・対話的で深い学び」の実現

に向けた学習活動の改善が求められている。 

また、学習の基盤となる資質・能力や現代的

な諸課題に対応して求められる資質・能力の育

成のために、学習効果の最大化を図るカリキュ

ラム・マネジメントに努めることが求められて

おり、公民科においても、教科等横断的な視点

に立ち、家庭科、情報科などとの関連を図り、

教育内容等を組み立てていくことが求められて

いる。 

 

今回の改訂において、科目編成並びに標準単

位数については次のとおりである。 

科目 標準単位数 

公  共 

倫  理 

政治・経済 

２ 

２ 

２ 

なお、「公共」を原則として入学年次及びそ

の次の年次の２か年のうちに全ての生徒に履修

させることとし、その履修の後に選択科目であ

る「倫理」及び「政治・経済」を履修できるこ

ととしている。 

改訂のポイント ３  

内容構成の改善について 

まず、各科目の内容構成については、中央教

育審議会答申で示された「教育課程の示し方の

改善」を踏まえ、原則として、記載の体裁を次

のように整えている。 

① 各科目において、大項目をＡ、Ｂ、Ｃ…の

順で示す。 

② 各中項目においてア、イを置き、それぞれ

原則的に「知識及び技能」、「思考力、判断

力、表現力等」の順に、それぞれの事項にお

けるねらいを記載する。 

例えば「公共」では、大項目は「Ａ 公共の

扉」「Ｂ 自立した主体としてよりよい社会の

形成に参画する私たち」「Ｃ 持続可能な社会

づくりの主体となる私たち」となっている。 

そして、大項目Ａでは、「（1）公共的な空間

を作る私たち」「（2）公共的な空間における人

間としての在り方生き方」さらに「（3）公共的

な空間における基本的原理」と内容が示され、

それぞれの内容において、アでは身に付ける「知

識や技能」、イでは身に付ける「思考力、判断

力、表現力等」が示されている。この記載の体

裁は、大項目Ｂについても同様である。 

最後に大項目Ｃでは、大項目Ａ及びＢの学習

を踏まえて、社会的な見方・考え方を総合的に

働かせ、自ら課題を見いだし、現実社会の諸課

題を探究する活動を通して、協働して考察、構

想し、妥当性や効果、実現可能性などを指標に

して、論拠を基に自分の考えを説明、論述する

ことができるよう記載されている。 

公民科において、「主体的・対話的で深い学

び」の実現に向けた学習指導の改善のための留

意事項は次の点である。 

① 単元など内容や時間のまとまりを見通した

公民科ならではの「問い」を設定すること。 
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② 「社会的な見方・考え方」を用いた考察、

構想や、説明、議論等の学習活動が組み込ま

れ、社会的事象等に関わる課題を追究したり

解決したりする活動が取り入れられること。 

 まず、「主体的な学び」のためには、生徒が

学習課題を把握しその解決への見通しを持つこ

とが必要である。そこで、公民科ならではの「問

い」が設定され、単元等を通した学習過程の中

で動機付けや方向付けが重視されるとともに、

振り返りの場面が設定されることが大切とな

る。また、「対話的な学び」については、調べ

学習などの活動の一層の充実が期待されるが、

活動が優先され内容が深まらないといった課題

が指摘されることから、「深い学び」の実現の

ためには、「社会的な見方・考え方」を用いた

考察等の学習活動が重要となる。 

 しかし、現行学習指導要領の一つの課題とし

て、「社会的な見方や考え方については、その

全体像が不明確であり、それを養うための具体

策が定着するには至っていない」ことが示され

ている。  

 このことから、中央教育審議会答申では、次

のように「社会的な見方・考え方」をまとめて

いる。 

「社会的な見方・考え方」は、課題を追究したり解

決したりする活動において、社会的事象等の意味や

意義、特色や相互の関連を考察したり、社会に見ら

れる課題を把握して、その解決に向けて構想したり

する際の視点や方法であると考えられる。 

このまとめを踏まえ、今回の改訂では、改め

て公民科各科目の特質に応じて、「社会的な見

方・考え方」を次のように整理している。 

「公共」では「人間と社会の在り方についての見方・

考え方」として、「社会的事象を、倫理、政治、法、

経済などに関わる多様な視点（概念や理論など）に着

目して捉え、よりよい社会の構築や人間としての在り

方生き方についての自覚を深めることに向けて、課題

解決のための選択・判断に資する概念や理論などと関

連付けて」、「倫理」では「人間としての在り方生き

方についての見方・考え方」として、「社会的事象等

を、倫理、哲学、宗教などに関わる多様な視点（概念

や理論など）に着目して捉え、人間としての在り方や

生き方についての自覚を深めることに向けて、課題解

決のための選択・判断に資する概念や理論などと結び

付けて」、「政治・経済」では「社会の在り方につい

ての見方・考え方」として、「社会的事象等を、政治、

法、経済などに関わる多様な視点（概念や理論など）

に着目して捉え、よりよい社会の構築に向けて、課題

解決のための選択・判断に資する概念や理論などと関

連付けて」働かせるもの 

例えば、「公共」では、「Ａ 公共の扉」の学

習を通じて、生徒は社会に参画する際に選択・

判断するための手掛かりとなる「概念や理論及

び公共的な空間における基本的原理」を生きて

働く知識として習得し、「社会的な見方・考え

方」を働かせることで、課題等を解決したり、

追究したりすることが目指されている。 

 そこで、新旧対照表を用いて、習得が目指さ

れる知識の説明について比較する。なお、今回

の改訂では、「倫理」の一部内容が「公共」に

移行されることも言及しておく。 

（新）「公共」 （現行）「倫理」 

（２）公共的な空間にお

ける人間としての

在り方生き方  

ア 次のような知識及

び技能を身に付ける

こと。 

（ア）選択判断の手掛か

りとして、行為の結

果である個人や社

会全体の幸福を重

視する考え方や、行

為の動機となる公

正などの義務を重

視する考え方など

について理解する

こと。 

（３）現代と倫理 

 

 

ア 現代に生きる人間の

倫理 

人間の尊厳と生命への

畏敬、自然や科学技術と

人間とのかかわり、民主

社会における人間の在り

方、社会参加と奉仕、自己

実現と幸福などについ

て、倫理的な見方や考え

方を身に付けさせ、他者

と共に生きる自己の生き

方にかかわる課題として

考えを深めさせる。 

 



次に、各科目における学習活動の改善・充実

の主な要点をまとめると以下のとおりである。 

次に、この要点を踏まえつつ、「公共」を題

材として、学習の内容と展開を例示する。 

 

改訂のポイント５  

「公共」の学習の内容と活動について（例） 

「Ａ 公共の扉」の「(3)公共的な空間におけ

る基本的原理」のアの（イ）には、身に付ける

べき知識を次のように示している。 

（イ）人間の尊厳と平等、個人の尊重、民主主義、

法の支配、自由・権利と責任・義務など、公共的な

空間における基本的原理について理解すること。 

ここで注意すべきことは、知識を教え込むの

ではなく、例えば、「なぜ人々は協働すべきな

のか」、「人々の関係が協働関係であるといえ

るための条件は何か」といった「問い」を設け、

それらの課題を追究したり解決したりする活動

を通して、人間の尊厳と平等、協働の利益と社

会の安定性の確保を共に図る基本原理が必要で

あることを、生徒が理解できるようにすること

である。 

そして、「Ｂ 自立した主体としてよりよい 

社会の形成に参画する私たち」では、生徒は、 

習得した基本的原理などを活用して、人間と社 

 

 

 

 

 

会の在り方についての見方・考え方を働かせ、

他者と協働して主題を追究したり解決したりす 

る学習活動を通して、「知識及び技能」等を身

に付ける。以下が、大項目Ｂのアの（ア）～（ウ）

に示された「知識」を概括的にまとめたもので

ある。 

法や規範の意義及び役割／多様な契約及び消費者の

権利と責任／司法参加の意義／政治参加と公正な世

論の形成、地方自治／国家主権、領土（領海、領空を

含む。）／我が国の安全保障と防衛／国際貢献を含む

国際社会における我が国の役割／職業選択／雇用と

労働問題／財政及び租税の役割、少子高齢社会におけ

る社会保障の充実・安定化／市場経済の機能と限界／

金融の働き／経済のグローバル化と相互依存関係の

深まり（国際社会における貧困や格差の問題を含む。） 

やはり、これら 13の事項に関する「知識」も、

現実社会に関わる具体的な主題が設定され、他

者と協働して追究したり解決したりする活動を

通して、身に付けられなければならない。以下

に、主題例と学習の流れを概括的に示す。 

「公共」の四つの要点 「倫理」の四つの要点 「政治・経済」の三つの要点 

ア 「人間と社会の在り方についての

見方・考え方」を働かせ、考察、構

想する学習の重視 

ア 「人間としての在り方生き方につ

いての見方・考え方」を働かせ、考察、

構想する学習の重視 

ア 「社会の在り方についての見

方・考え方」を働かせた探究活動

の充実 

イ 現実社会の諸課題から「主題」や

「問い」を設定し、追究したり探究

したりする学習の展開 

イ 現代の倫理的諸課題から「問い」を

設定して探究する学習の重視 

イ 正解が一つに定まらない現実

社会の複雑な諸課題を「問い」と

し、探究する学習の重視 

ウ 社会に参画する際に選択・判断す

るための手掛かりとなる概念や理

論及び公共的な空間における基本

的原理の習得 

ウ 自己との関わりで思索する学習を

より充実するための内容構成 

ウ 政治、経済を統合的・一体的に

捉え、広く深く探究する内容構成 

エ 自立した主体として社会に参画

するために必要な資質・能力を育成

する内容構成 

エ 先哲の原典の口語訳などの読み取

り、哲学に関わる対話的な手法の導

入 

 

 



例：「少子高齢社会における財政の在り方」を主題

とし、問いを設定した学習 

まず、財政赤字の現状と将来予測についての新聞

記事と、高齢化の進行とそれに伴う人口減少によ

り、利用者の減少が進む民間バス会社Ａの赤字路線

の存続について意見が割れていることを伝えてい

る新聞記事を読み、「財政赤字が常態化する中で、

高齢者や通学の高校生が利用する民間の赤字バス

路線を存続させるために公的資金を導入すべきか」

という問いを設定する。 

【学習の流れ】 

この問いの解決において、生徒は必要となる

資料をリストアップし、グループで情報を収集、

読み取り、解釈した上で解決策を作成し、財源

の確保及び配分の方法を考察する。この際、生

徒は、大項目Ａで身に付けた、幸福・公正の考

え方や基本的原理を活用し、対話を通してより

多面的・多角的に考察し、より良い解決策を根

拠をもって選択・判断する。最後に、自分なり

の考えをまとめ、意見交換する。 

なお、「倫理」においては、学習の手法につ

いて、「哲学に関わる対話的な手法の導入」と

あるが、この手法には、話合い活動だけでなく、

先哲の思想に関する原典の日本語訳などの諸資

料や、先哲の思想と現代の諸課題との関連など

を明らかにした現代の著作などを読み解く言語

活動なども含まれる。 

最後に、「Ｃ 持続可能な社会づくりの主題

となる私たち」の学習は、次に示すような手順

が一例として考えられる。 

①課題の設定（※生徒自ら課題を設定する。） 

②情報の収集と読み取り 

③課題の探究 

④自分の考えの説明、論述 

 

改訂のポイント６  

配慮事項等について 

 指導計画作成上の配慮事項は、以下の３点で

ある。 

① 主体的・対話的で深い学びの実現を図るよ

うにすること。 

② 「公共」を履修した後に選択科目「倫理」

及び「政治・経済」を履修させること。 

③ 障がいのある生徒などについて、困難さに

応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、

組織的に行うこと。 

 また、内容の取扱いに当たっての配慮事項

は、以下の４点である。 

① 言語活動に関わる学習を一層重視するこ

と。 

② 情報を（適切かつ効果的に）調べまとめる

技能を身に付ける学習活動を重視すること。 

〔※但し、（ ）は「倫理」には該当せ

ず。〕 

③ 生徒が多面的・多角的に考察したり、公正

に判断したりすることを妨げることのないよ

うに留意すること。 

④ 情報手段を積極的に活用し、指導に生かす

ことで、生徒が主体的に取り組めるようにす

ること。また、情報モラルの指導にも配慮す

ること。 

さらに、内容の指導に当たっては、教育基本

法第 14 条及び第 15 条の規定に基づき、適切に

行うよう特に慎重に配慮して、政治及び宗教に

関する教育を行うものとすることが言及されて

いる。 

 そして、総則関連事項として、高等学校にお

ける道徳教育については、各教科・科目等の特

質に応じ、学校の教育活動全体を通じて、適切

な指導を行うことが求められている。特に公民

科の「公共」、「倫理」並びに特別活動にはそ

れぞれ目標に「人間としての在り方生き方」を

掲げており、これらを中核的な指導の場面とし

て重視し、道徳教育の目標全体を踏まえた指導

を行う必要があるとしている。 


